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第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条

の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
成
の
承
認
に
関
す
る
準
備
行
為
）

第
四
条
　
第
十
六
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第

十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
承
認
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
は
、
施

行
日
以
後
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定

め
る
。
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